
『くれない会会則』�

第１条 （名 称）本会を武蔵野⼤学中学校・⾼等学校同窓会「くれない会」と称する。�
第２条 （所在地）本会の本部を学校法⼈武蔵野⼤学紅雲台に置く。�
         〒202−8585 東京都⻄東京市新町1−1−20�
第３条 （⽬ 的）本会は会員相互の親睦をはかるとともに⺟校の発展に寄与することを⽬的とする。�
第４条 （会 員）本会は下記の会員をもって組織する。�
    ��１.�正会員  武蔵野⼥⼦学院⾼等⼥学校、専攻科、⾼等学校、武蔵野⼤学⾼等学校卒業⽣。�
��������������２.�特別会員 学校法⼈武蔵野⼤学理事⻑、中学校、⾼等学校教職員（旧教職員を含む）�
��������������３.�準会員  中学校卒業⽣及び中途退学者は希望によって準会員とする。�
第５条 （役 員）本会に次の役員を置く。役員の任期は３年とし、重任を妨げない。�
    ��１.�会⻑ （１名） 正会員より委員会が推薦し、総会で承認する。�
    ��２.�副会⻑（若⼲名）正会員より委員会が推薦し、総会で承認する。�
    ��３.�監査 （２名） 正会員より委員会が推薦し、総会で承認する。�
第６条 （委 員）学年毎に各クラス２名選出する。�
第７条 （名誉会⻑）学校法⼈武蔵野⼤学理事⻑を名誉会⻑とする。�
第８条 （顧 問）校⻑及び前会⻑を顧問とする。�
第９条 （事務局）本会の事務を処理するため事務局を置き、会員中より専従者若⼲名を選ぶ。�
第10条 （活 動）本会は下記の活動を⾏う。�
���������������1.�会員名簿の整理及び管理       2.�会報「くれない」の発⾏�
���������������3.�新会員の委員会及び⼊会式の開催   4.�⺟校の⾏事（宗教⾏事・中⾼⽂化祭等）に参加�

���5.�教養講座、バス旅⾏の開催      6.�その他本会の⽬的を達成するために必要な活動�
第11条 （総 会）定期総会は原則として毎年１回、６⽉第１⼟曜⽇に開催し、決算の承認、予算、活�
         動報告及び計画策定、役員の改選その他重要事項の議案について、出席者の過半数�
         をもって決する。�
第12条 （委員会）委員会は役員と委員で構成し、原則として毎年１回、定期総会議案を審議するため、�
         総会の前に開催する。なお、議案は過半数をもって決するものとし、⽋席者は書⾯�
         審議による採否を委員会開催の10⽇前までに事務局に伝えなければならない。但し、�
         応答がない場合は会⻑に委任したものとみなす。�
第13条 （会 費）正会員、準会員は⼊会の際、⼊会⾦15,000円を納めるものとする。�
         ⼜、維持会費として、年間1,000円を納めるものとする。�
         諸事情により変更のある場合は、委員会及び総会にて審議され決定する。�
第14条 （経 費）本会の経費は⼊会⾦、維持会費、寄付⾦、その他をもって充てる。�
         会計年度は４⽉１⽇に始まり翌年３⽉３１⽇をもって終わる。�
第15条 （⽀部会）本会は必要な地⽅に⽀部会を置くことができる。�
         地域が遠隔であり、１０⼈以上の会員を有し、⽀部会を結成する希望のあるときは、�
         委員会及び総会でこれを承認する。 （現在は近畿⽀部のみ設置）�
第16条 （会則の改正）本会則の改正は、委員会及び総会に於いて出席者の3分の２以上の賛成を得て⾏�
           う。�
    （補 則） （1）この会則は令和５年６⽉３⽇より実施するものとする。�
          （2）住所⽒名が変更した場合は必ずくれない会事務室に連絡するものとする。�
                   昭和29年10⽉１⽇制定    平成８年５⽉20⽇改正�
                   昭和34年８⽉１⽇改正    平成12年５⽉20⽇改正�
                       �昭和54年５⽉20⽇改正    平成18年６⽉３⽇改正�
                       �昭和60年４⽉１⽇改正    平成23年６⽉４⽇改正�
                                     �平成31年４⽉１⽇改正�
                                     �令和５年６⽉３⽇改正�
                                     


